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千葉県行政組織条例（抜粋） 

 

昭和３２年９月１０日 

条例第３１号 

 

（附属機関） 

第五条 附属機関とは、法第百三十八条の四第三項の規定により設置される審査会、審議

会、調査会等の機関をいう。 

 

（設置等） 

第二十八条 県に別表第二上欄に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する

事務は、同表下欄に掲げるとおりとする。 

 

（組織等） 

第二十九条 前条第一項の規定により設置された附属機関の組織、委員の構成、定数及び

任期は、別表第三のとおりとする。 

 

（会長及び副会長） 

第三十条 会長又は委員長（以下「会長」という。）及び副会長又は副委員長（以下「副

会長」という。）は、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（委員の任命等） 

第三十一条 委員は、知事が任命又は委嘱する。 

２ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第三十二条 附属機関の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

 

（部会） 

第三十三条 附属機関は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 
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５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員がそ

の職務を代理する。 

６ 附属機関は、その定めるところにより、部会の議決をもつて当該附属機関の議決とみ

なすことができる。 

７ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「附属機関」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該

部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

 

（会議の運営等） 

第三十四条 この条例で定めるもののほか、附属機関の議事及び運営に関し必要な事項は、

会長が定める。 

 

（規則への委任） 

第三十五条 別に規則で定めるところにより、附属機関に特別委員、専門委員、臨時委員、

顧問又は参与を置くことができる。 

２ 各附属機関の庶務は、規則で定める機関においてこれを処理する。 

 

別表第二 

附属機関名 担任する事務 

千葉県歯・口腔（くう）保健

審議会 

歯・口腔（くう）の健康づくりの推進に関する事項につい

て調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申

し、又は建議すること。 

 

別表第三 

附属機関名 組織 委員の構成 定数 任期 

千葉県歯・口腔

（くう）保健審

議会 

会長 

副会長 

委員 

１ 市町村を代表する者 

２ 保健医療福祉関係者を代表

する者 

３ 教育関係者を代表する者 

４ 事業者又は保険者を代表す

る者 

５ 学識経験を有する者 

 

１５人以

内 

２年 

 

 


